
 

 

大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給実施要綱 

 

（目的） 

第１条 本要綱は、大阪市ウクライナ避難民に対する支援金（以下「支援金」という。）の

支給にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 支援金は、ロシアのウクライナへの侵攻に伴い、大阪市在住の親族や知人を頼ってウク

ライナから大阪市に避難する方が、速やかに当面の生活・暮らしを営めるようにすること

などを目的とする。 

 

（支給対象世帯） 

第２条 支援金の支給対象世帯は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 

 (1) ウクライナ国籍を有する者を含む世帯であること。ただし、ウクライナ国籍を有する

者を含まない世帯であっても、身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族でウクライナ

国籍を有する者である場合は、この要件を満たすものとする。 

(2) 特別の事情が認められる場合を除き、ロシアがウクライナに侵攻した令和４年２月24

日以降にウクライナから出国した者で構成された世帯であること 

(3) 市長が第７条の規定により支援金の支給を決定する時点において、大阪市内に居住す

る者で構成された世帯であること 

(4) 大阪市内に居住する 18 歳以上の者を身元保証人として指定した世帯であること。た

だし、支給対象世帯の構成員の親族以外の者を身元保証人として指定する場合について

は、令和４年２月 24 日より前から支給対象世帯の構成員と親交のある者に限り指定で

きるものとし、かつ、別の支給対象世帯の身元保証人である者（当該別の支給対象世帯

の構成員の親族である者は除く）は指定できないものとする。 

 

（支給額等） 

第３条 支援金の支給額は、１世帯につき 500,000 円とする。ただし、単身者世帯について

は、300,000 円とする。 

 

（受給権者）  

第４条 支援金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。 

 

（支給の方式） 

第５条 支援金の支給を受けようとする世帯の世帯主は、次の各号に掲げる書類（以下「申

請書等」という。）を、次条第２項に定める期限までに、市長に提出しなければならない。 

(1) 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給申請書（様式１） 

(2) 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給要件確認書兼誓約書（様式２） 

(3) その他市長が必要とする書類等 

２ 申請書等の提出は、原則として、大阪市が設置する窓口への持参又は大阪市が定める送

付先への郵送により行うものとする。 

３ 支援金の支給は、次のいずれかの方式により行う。ただし、第２号の方式により、身元

保証人の金融機関の口座に振り込む場合は、身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族で



 

 

ある場合に限る。 

(1) 現金受領方式 大阪市の指定する窓口において現金を渡す方式 

(2) 振込方式 支給対象世帯の世帯主又は身元保証人の金融機関の口座に振り込む方式 

 

（受付開始日等） 

第６条 申請書等の提出の受付を開始する日（以下「受付開始日」という。）は、市長が別

に定める日とする。 

２ 申請書等の提出期限は、ウクライナからの支給対象世帯の世帯主が日本に入国した日の

翌日から起算して２月を経過した日又は本要綱の施行日から２月を経過する日のいずれ

か遅い日（郵送の場合は、当日消印有効）とする。 

 

（支給の決定） 

第７条 市長は、第５条第１項の規定により提出された申請書等を受け付けたときは、速や

かに内容を確認の上、支援金を支給すべきものと認めたときは、支給を決定し、支給決定

を受けた世帯の世帯主（以下「支給決定者」という。）に対し通知を行い、支援金を支給

する。 

 

（申請書等の不備等の取扱い） 

第８条 第５条第１項の規定により提出された申請書等に不備等があり、大阪市が補正等を

求めたにもかかわらず、申請者において不備等の解消がなされず、大阪市が指定する期限

までに不備等の補正に至らなかったときは、当該申請書等による申請は取り下げられたも

のとみなす。 

２ 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、

大阪市が確認・補正等を求めたにもかかわらず、支給決定者において不備等の解消がなさ

れず、支給決定者の責に帰すべき事由により、大阪市が指定する期日までに支援金が支給

できなかったときは、当該申請書等による申請は取り下げられたものとし、当該支給決定

を取り消すものとする。 

 

（不当利得の返還） 

第９条 市長は、支給決定者が支給要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他

の不正の手段により支給決定を受けたことが判明した場合等は、支援金の支給決定を取り

消すものとする。 

２ 市長は、前項により支給決定を取り消した場合には、支給決定を取り消された者に対し

て、期限を定めて、支援金の返還を命ずるものとする。なお、支援金の返還時に必要とな

る大阪市が指定する口座への振込手数料等の費用は、当該返還を命じられた者が負担する

ものとする。 

 

（暴力団の排除） 

第 10 条 支給対象世帯の構成員又は身元保証人が、大阪市暴力団排除条例第２条第１号に

規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団密接関係

のいずれかに該当する場合は、支援金を受けることができない。 



 

 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和４年４月 22 日から施行する。 



（様式１） 

大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給申請書 

 

大阪市長宛 

 申請日  年  月  日  

 

 次のとおり、大阪市ウクライナ避難民に対する支援金の支給を申請します。 

 

１ 支給対象世帯 
 

世
帯
主 

フリガナ  生
年
月
日 

 
国

籍 
 

氏名  

住所  

連絡可能な 
電話番号 

 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
（任意） 

 

 

世
帯
構
成
員
１ 

フリガナ  生
年
月
日 

 
国
籍  

氏名  

住所（※）  

世帯主との関係  

世
帯
構
成
員
２ 

フリガナ  生
年
月
日 

 
国
籍  

氏名  

住所（※）  

世帯主との関係  

   （※）世帯構成員の住所が、世帯主と同じ場合は、「同上」と記載してください。 

      大阪市外にお住まいの方は、世帯構成員欄に記載しないでください。 

同一住所に居住されている支給対象世帯は、原則として、同一世帯とみなさせていただきます。 

 

２ 身元保証人 
 

フリガナ  生
年
月
日 

 
国

籍 
 

氏名  

住所  

連絡可能な 
電話番号 

 
支給対象世帯 
との関係 

 

 

３ 支援金の受給方法（いずれかにチェックをしてください） 
  

  □ 大阪市の指定窓口での現金受給  □ 口座振込（裏面に口座情報を記載してください） 



    振込先口座情報（支給対象世帯の世帯主又は身元保証人（※）の口座を記載してください） 
 

金融機関名  
銀行・信用金庫 

支店名  
本店 

信用組合・農協 支店 

預金種目 □ 普通預金  □ 当座預金 口座番号  

口座名義 
カタカナ  

  （※）身元保証人の口座への振込は、身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族である場合に限ります。 

身元保証人の口座への振込を希望される場合は、お手数ですが、身元保証人と一緒に、大阪市が設置

する窓口にご来訪のうえ、「身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族であることを確認できる資料」

の提出、及び、「支援金の受領に関する委任状」の記載・提出をいただきますようお願いいたします。 

 

提出書類 
 

【申請時】 
 
□ 支給対象世帯の構成員（全員）のパスポートの写し等 

（国籍 及び ウクライナ出国日を確認できる書類） 
 
□ 支給対象世帯の構成員（全員）の在留資格変更許可申請書の写し等 

（大阪市内に居住していること、又は居住する予定であることを確認できる書類） 
 
□ 身元保証人の運転免許証等、本人確認書類の写し 

  （氏名及び生年月日を確認できる公的証明書類） 
 
□ 身元保証人の３か月以内に発行された住民票の写し等 

  （大阪市内に居住していることを確認できる書類） 
 
□ 身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族以外である場合は、 

令和４年２月 24 日より前から支給対象世帯の構成員と親交のあることを確認できる書類等 
 

【資料の準備ができ次第（申請時は不要）】 
 
□ 支給対象世帯の構成員（全員）の在留カードの写し等 

（大阪市内に居住していることを確認できる書類） 
 

【ウクライナ国籍を有する者を含まない世帯であるが、身元保証人が支給対象世帯の構成員の 

親族でウクライナ国籍を有する者である場合】 
 

□ 身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族であることを確認できる資料 
 

□ 身元保証人のパスポートの写し等 

  （ウクライナ国籍を有していることを確認できる書類） 
 

【支援金を口座振込で受給する場合】 
 

□ 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義を確認できる書類の写し 

  （通帳の見開き部分など） 
  

【支給対象世帯の構成員の親族である身元保証人の口座を振込先として指定する場合】 
 

□ 身元保証人が支給対象世帯の構成員の親族であることを確認できる資料 
 

□ 支援金の受領に関する委任状 

※ 申請時に直接ご記載いただく書類となります。  



（様式２） 

 

大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給要件確認書兼誓約書 

 

大阪市長宛 

 

大阪市ウクライナ避難民に対する支援金を申請するにあたり、次の内容を全て確認のうえ、

誓約します。 

 

１ 大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給実施要綱第２条に規定する支給要件に該当し

ていることを確認し、該当していない場合は支援金を受給できない旨を了解しています。 
 
２ 支援金の支給額は、一世帯あたり 500,000 円（単身者世帯の場合は 300,000 円）である旨

を了解しています。 
 
３ 支援金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合等は、支給決定が取り消され、 

返還を求められることを了解しています。 
 
４ 支給対象世帯の構成員は、大阪市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２

号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団密接関係者には該当せず、かつ将来に

わたっても該当しません。 
 
５ 申請した情報を大阪市暴力団排除条例第 13 条に基づき、大阪府警察本部に提供することに

同意します。 
 
６ 上記の１～５の内容のほか、大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給実施要綱の内容

を理解し、同意した上で申請します。 

 

支給 

対象者の

世帯主 

フリガナ  誓約日    年  月  日 

氏名  
連絡可能な 
電話番号 

 

住所  

 

７ 大阪市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同

条第３号に規定する暴力団密接関係者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。 
 
８ 申請した情報を大阪市暴力団排除条例第 13 条に基づき、大阪府警察本部に提供することに

同意します。 
 
９ 上記の７・８の内容のほか、大阪市ウクライナ避難民に対する支援金支給実施要綱の内容を 

理解し、同意した上で身元保証人の指定を受けます。 

 

身元 

保証人 

フリガナ  誓約日    年  月  日 

氏名  
連絡可能な 
電話番号 

 

住所  
 


